
正

誤

令和年月日 水曜日 第号官 報

取
消
公
告

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
掲
載
の
当
社
の
資
本
金
及

び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
一
一
番
三
号
イ
ハ
ラ
高

輪
ビ
ル

イ
ハ
ラ
サ
イ
エ
ン
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

唐
澤

将

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十

四
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七

の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一
般
用
医
薬
品
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

二
ペ
ー
ジ
下
段
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
一
五
行
目
ま
で

は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四

十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有

効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
（
第
七
十
九
号
に
掲
げ
る

ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ
ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ

れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い

て
は
、
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト

Ｎ
軟
膏
Ａ
Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

一
〜
二
十
四

（
略
）

二
十
五

オ
メ
プ
ラ
ゾ
ー
ル

二
十
六
〜
九
十
五

（
略
）

九
十
六

ラ
ン
ソ
プ
ラ
ゾ
ー
ル

九
十
七
〜
百

（
略
）

同
ペ
ー
ジ
下
段
改
正
前
欄
一
行
目
か
ら
一
五
行
目
ま
で

は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四

十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有

効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
（
第
七
十
八
号
に
掲
げ
る

ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ
ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ

れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い

て
は
、
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト

Ｎ
軟
膏
Ａ
Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

一
〜
二
十
四

（
略
）

（
新
設
）

二
十
五
〜
九
十
四

（
略
）

（
新
設
）

九
十
五
〜
九
十
八

（
略
）

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
募
集
株
式
の
発
行
に
よ
り
資
本
金
及
び
資
本

準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
金

の
額
を
八
億
二
千
八
百
十
二
万
六
千
三
百
十
三
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
八
億
二
千
八
百
十
二
万
六
千
三
百
十
二
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

神
戸
市
兵
庫
区
荒
田
町
四
丁
目
八
番
五
号

株
式
会
社
カ
ナ
モ
リ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

金
森

勇
祐

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
研
町
二
番
地

株
式
会
社
東
日
本
計
算
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

鷺

弘
樹

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と

な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

千
葉
県
船
橋
市
海
神
町
南
一
丁
目
一
四
七
五
番
地

丸
山
金
属
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

河
上

達
夫

株
式
譲
渡
制
限
設
定
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
会
社
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、

株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
八
年
二
月
二
十
二
日
ま
で
に
当

社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

愛
知
県
西
尾
市
一
色
町
前
野
川
原
三
三
番
地
四

上
坂
印
刷
株
式
会
社

代
表
取
締
役

太
田

利
和

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
池
田
肇

及
び
林
東
錦
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

中
華
人
民
共
和
国
福
建
省
厦
門
市
高
崎
国
際
空
港

東
埭
遼
路
二
〇
号

大
阪
府
泉
南
郡
田
尻
町
泉
州
空
港
中
一
番
地
関
西

国
際
空
港
内

厦
門
太
古
飛
机
工
程
有
限
公
司

日
本
に
お
け
る
代
表
者

林

東
錦

任
意
清
算
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
十
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
会

社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
社
員
の
同

意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従
い
清
算
を
い

た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

仙
台
市
太
白
区
中
田
町
字
後
河
原
六
番
地
の
三
七

合
資
会
社

三
和
電
工

代
表
社
員

八
巻

勝
美

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解

散
し
、
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に

従
い
清
算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異

議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

福
岡
市
博
多
区
店
屋
町
四
番
一
六
号
土
居
ビ
ル

税
理
士
法
人
レ
イ
セ
ン
会
計

代
表
社
員

國
﨑

充
夫

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
八
億
三
千
六
百
六

十
五
万
八
千
六
百
九
十
九
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｈ
Ｓ
Ｊ
Ｐ
Ｎ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

吉
岡

淳

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
十

月
二
十
七
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま

し
た
の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を

有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
一
月
二

十
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確
定
給
付
企
業
年

金
制
度
の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
四
丁
目
四
番
一
四
号

長
谷
川
香
料
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

江
波
戸
崇
道

訂
正
公
告

令
和
八
年
一
月
十
四
日
（
号
外
第
七
号
）
掲
載
の
所
有

者
不
明
土
地
及
び
建
物
管
理
人
に
よ
る
供
託
公
告
中
、「
二

供
託
所

千
葉
法
務
局
木
更
津
支
局
」
と
あ
る
は
、「
二

供
託
所

千
葉
地
方
法
務
局
木
更
津
支
局
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

千
葉
市
中
央
区
本
千
葉
町
一
番
一
号

日
土
地
千

葉
中
央
ビ
ル
五
Ｆ

コ
ン
パ
サ
ー
レ
法
律
事
務
所

所
有
者
不
明
土
地
及
び
建
物
管
理
人

弁
護
士

濟
木

昭
宏

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日
掲
載
の
優
先
資
本
金
の
額
の

減
少
公
告
中
、「
取
締
役

鄭

武
壽
」
と
あ
る
は
「
取

締
役

田
中

雅
勝
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号

恵
比
寿
特
定
目
的
会
社

取
締
役

田
中

雅
勝


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